
立地問題ヒアリン

質問と大方の回答 質問の根拠 森鳥
A.HLW処 分事業関連

1.

a.処分事業が “地域との対ポ '

に関して原子力発電所などと

異なる特 l■
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HLWは原発の理解と逆

になっている。原発は国

民的な理解は困難 HbV
は地元の合意と理解をほ

とんど得られない。立地

点は¬ 藤 鍍 0謁財目

手がいない、孤独の中で

の立地展開となる。

不特定なPゝ にとどまら

ないで、シンパサイザー

がいた方がいい。孤独で

悩んでいる人に、相互に

横の連絡必乳 PAとは

別に地域起こし、産業起
こし的横の連絡ほとんど

ない。

高レベル廃棄物処分について国民は原

子力発電所以上に知らないc

処分事業は地元の労働力を吸収する力

はない。

事業終了後、埋め戻してしまう⊃か、

坑道を保管していくのかわかっていな
いが,2∞～500年のオーダーになる。
わかっていない点が多いが、そ D,ほ ど

う安心していただく力、

原発と違う点は、矢日られていないだけ

に処分場について原発を矢口ってもらう
より難しい。一象の人は原子たより不

安感がもっとヲ臼ハ。

地域との対応の前に、一般の人 に々処

分の必要性,安全L(危険Dあるいは

地元にどういうプラスがあるつすヽも含
め全部情報をだすことが必要[

すでに発生した 7,C100本はしょうがな
い。原発をフェーズアゥトし、起分を

考えろといわれる。

地元の説得のためには,過荻 ,ど ころ

が想定できるので若者の定着
~司

題が

ある。雇用も少なくアプ=一
二⊃イメ

ージがない。

地元との取っ掛りがむつかし.1その

うえ,処分場は無人島など三なると相

手が見えない。
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注 :質問の下のゴシックで示したものは今後明確にすべき

ヒズし

ほについての大方の意見

川上 田中 その他 。関連事項
解体まで行くと原発も長期だ

が、高レ
'レ

とは略 が違

う。不安定な期間が長い。管

理下からはずされる時間が曖
昧Э世代間責任をどうするか

といわれているが、問題指摘
のみ。

どこまで計画として固めるか

が、問題として残っている。
ある程度固めておかないと説

明できない。

候補地は一地点ではだめ。4

地点位とかいった方がいい。

そのくらいでないと色々な ト

ラブルが今後予想される。

着手時の発表の仕方が勝負ど
ころ。

世代間の分担決まっていな

い 。

管理の期間、影響の範囲、縦

坑どのくらいもつのかなど技

術的問題もある。いずれも今

後議論すべき問題注

危険 l■、リスクパーセプションか

ら放射線のリスクは本質的には同
じ。したがって一つでくくる。

交付金につていも同じカテゴリー

の延長線としておく。

交付金は廃棄物も三法で積算でき
る。同じ尺度で考えることが重要。
プロフィットが予想されているこ

とが重要。どのくらいのメリット

が市町村に来る力ヽまっきりしない

といけない。
立地に限ると P_4はつけたL地
元は交付金がもらえるという程度
のことし力考 えていない。PAtま皮

らが納得するようなベネフィット

を見せ国のおすみつきが必要Э
マクロ論よりも地域の支援体制も

必要。国民合意を得るため攻撃の

力をそぐことは必要だが、優先順

位は地点に対してた

土から取ったものを上

に戻す。自然興覧との

共生を一義的には考え

られる。困難なのは処

分地は山林地帯になる

可育旨陛もあるが,そオ■

を保全するのは今の制

度ではムリ注
ボランティア的な国民

運動をやっていくな

ど、利益の前に自然の

保全事業の本質的な特

性を根底においてやる

必要がある。国が山林
の保全をながい目でみ

てやる。最初に提起す
べき問題



2.闘 度の整備」(処″的とし

てあげている4点 (資金、賠償

法 。地研 ll用等、共生、立地プ
ロセス)について現在進められ

ているもの

a.一括制度か、個別制度か

b.議論が残っているのはどれ
c.喫緊の項

共生だつιl― ⊃こ ろ

″やってお<燿
=ま
ある

1事業資金は手当中、早々に馴る。

2.損害賠償法、地

は別に法律で定めること:iこなろうD

3.共生は大事だが,プラエング

ころから地域に入ってもらうこと

るが、孤島になるの力油 林になる

む舅僧思班:なド[孟警翻
ないが、頭だしのところはやっておく
必要はある。           1
4.選定プロセスにつていはきちっ1
出る.   

｀         1
2000年の頭に法律を発効させるこ遍
になろう。

3.「実施主体」には特段に使命

感ある人材を集める必要があ

ると考えるが、この点につい
て

電力会社の社員として誇り

を持って汚れ仕事をしてい

る。処分事業は誇りがもて

るのか。出向制度ではだめ

だ。すぐにぶつかるのは地

点選定の問題え

使命感というよりそこで暮らせるよう
な環境づくりが必要。地層咄
博物館を置く国外とも交流があるなど
から、使命感が生まれる。六ヶ所研
境研は優れた研究者を置いている。 |
技術白勺に優秀な人材がPNCと電カカ|
らという話はあった きちっとした議
識をもって、日線で議論できる人が麒
曳          |

4.「処分地選定」について複数

候補地点⇒予定地⇒処分地と

いう2～ 3段階システムは首

長には過酷な選択を強いる。
このブレークスルーの方途は

ι勁 ら塑物馨名髪舞ゆるかな

つ輌Z≠ご

候補からはずされたとき
どうするかが問題。首長
の政治生命がたたれる。

候補地の段階で地域共生

か、いつから地域共生を

やるかが問題

°

足 :『
襲 爾

穏
・候補地の段階で既存デ=夕 によリチ三

ック、それから予定地に。こちらから
のアプローチがあって,共生の話があ
り,手をあげるということだ[首長が

困るようなことはないと思う
=

5.立地地域との共生について

a.実施主体が実施すべき「地

域共生事業」と国が公的視′点

から地方自治体を通じて実施

されるものとがあると思われ

るが、国の姿勢・責任のあり

方が不透明

誘致インセンティブある力⇒

・ 地域共生事業をいつから

やるかにかにかってい

る。候補地から予定地に

なるのに 10年。頭出し

だけで選定可能力Ъ
。国といったときは各省庁

であるが、電源三法は通

産が所管。今の補助行政

。共生策は何もやらないので:まなlヽ。予

定地選定まで15年かかれミ 踏み荒

らし料のよなことになるc護踏力
「

NO'

とでたとき地元へのコンペンセイショ

ンは考えていない。
,事業資金の範囲(処分懇 plめの考え方

として実施主体がやる。国がやるべき
ことはやる。



事業法は明確だが、共生のな
かみにつては議論されていな
い。

望ましさから言えば、一括だЭ諸
制度の4点それぞれウエイ トが違
う。責任の所在をはっきりさせる。
統合的にサブシステムと考える。
立法化、法制化の手続きはまだ早
い。せいぜい 2∞1年ごろと考え
ている。

地下利用制限につてあまり議論さ
れていない。

共生は事業者が決まらないと絵に
描いた餅6地方の首長の議論はあ
まり聞いていない。
建造物についての許認可権は県に
ある。幌延、六ヶ所のヒアリング
等必要。情報肉関の′点からいって
も公開の出観みに取り入れてから
法制化の手続きを。

立地町村と道県の制度

雌 鷹研寸け
立地町村と近隣市町村
との関係(影響圏域、
生活圏域含む)

地域管理計画や次世代
にわたる人材 。文化育
成計画

。使命感には笑った。反対だ。ボー
ナスを出す、僻地手当てなどでビ
ジネスとして有能な人を。使命感
でろくなもの出来なしЪ

。地域対応の専門職、研究部門の専
門家がつくべきだЭ

地域振興策は予備調査の段階
では出来ない。予定地 (候補

的 に決まったとききちっと
やる。

処分懇では議論していない。

プリマチュアーな質問だ。何がし
かの補償か。ナショナルプロジェ
クトとしてやるわけだが、ここま
でくれ|ゴ とヽ配しなくてもいし、

事業主体は政府ではない。主体が
なのりをあげていない。誰がどの
くらい出資するのかという話にな
る。お金はその事業の性格を決め
てしまう。閉鎖後全部埋めてしま
うとしても、管理責任が付きまと
う。監視状態に置くのか、全工程
がはつきりしていない。lo年くら

仏では県のレベルで選択
が行われ、自治体へ説得
が行われる。さまざまな
補助金、資金提供は戯⑪弘
から。法律で地下研究所
が建設される段階で関係
の地域に6000万フラめ/

年二約 12億円//年



。関係省庁の仕組み、法律の中に書き込

むことはしないが、現段階では国は逃

げることはしないといつている。閉鎖

後につては国が買い上げる。

。一貫した議論は三法の上に乗つてし

る。処分場を作る、共生を実施すると

ぃぅことで通産が共管を取るという

理は作りにくい。共生事業広げようと

ぃぅことで共管は難しい。

。実施主体は、少なくとヽ 埋め戻しまて

付き合う。国が長期的発想で実施主体

と協力してやるナショナルプロジエク

トだ。通産が代表して責任を負わない

といけない。共生のところだけ共管は

無理だ。

がどうなるか不明。

・産炭法は共管、協議が法

的に守られている。法律

に明記しないと運用は難

しい。
。予定地も処分地と同様が

望ましい。フランスが地

層研究所を作つていくう

えで、処分地法を作つて

いる。
。東海村のケースでは文化

的盛り上がりあつた。地

域交流が生まれた。前六

ヶ所村長は研究所が来る

と地域に溶け込んで盛り

上がりが生まれるという

発想を持つていた。全体

的な地域計画の中でやる

必要がある。

b.関係省庁との協力の仕組み

ついて

c.上記の「地域」の範囲につ

ぃて。とくに「立地地域」以

外の制度上関係すると考えら

れる地域についての議論は

d.国が地域と接触する場面

は、個別な地域共生プロジエ

クト以上に地域計画次元で

中・長期期にわたり対応して

いるか

lEx.電源三法 :施設の整備計画

ベース、産炭法 :法定地域計画

ベース)

歩 は励 粥部にお れて

ιl乙 残留 こグ鵬 防 ι14努は

れ ιゝ

Ы鵬Цま量は問題があるが、処分場で

きている。医療関係は岩手県などだ。

H鵬「とヤ胡 1儀論になつている[

B.■lLW以外の処理処分につい

て

Hbtt Lttrについて、直面する

諸問題は両方とも共通している点

ヵ彰れ とヽ思うが、 制度自勺には個男1

に扱代われているの力、



る。政府の示す期間、額で決まる。
・原発の場合海の権利を買ぃ上げ

る。借地権といぅことでぁれば地
上権を売ることは可育亀 国が絡み、
電力が絡み、これなら納得すると
いう形で収敏してぃくのではない
力、

はするが、共生のイニシャ17チ
は地元にある。国は金だけ出す。
優月 |1賊をつけて三っくらいや
る。立ち入って国がやるつもリカ、

・ トレー ドォフ、どこまで トレー ド
オフハ HLWそれ自体は何も生ま
ない。固定資産税ではそれだけで
はイメージゎかない。共生も同様、
首長もイメージわかない。共生と
いうわかったょぅでゎからないも
のを考えるのは価値がないとぃぅ
人もいる。

いで埋めた方がいぃとぃぅ話もあ

。施設が出来たときィンセンティブ
を与えるため、三法を使える。主
体の設立と維持は三法とはまった
く違 先

。通産 と関係省庁の関係は明確では
ない。国といぅときはェネ庁だ。
どこかの省庁がィニシァティブを
とつてくれるといいヵヽ°
了蓮舅言脆[
いるので、横並びになるようにも
つていけるといい。・
T勇羅銑t為脇

仏は「放射性廃棄物管理
の研究に関す る法律」
(91.12.)により
。廃棄物交渉官
。ANDMの 独立
。地下研知勁寿南地選定
再開

六ヶ所村の三点セットは
電調審 にかけてぃない
が、交付金はみなし出力
で 出 してぃ る先 例 は あ
る。′

立地部会が 出来 るまで

霊逸背摺訂易藁鯨含:義
IIBプロジェク トには支払
いますとぃぅもの。立地
部会の建前は地域計画
几

今まではハー ド、将来的
にはソフトとぃぇる。ハ
~ド とソフ トを関係付け
たことをやるべL

ヱ■論の立場からいぅと一条をい

‐
眸軋茉笏毎
たなら対は違ってぃた。

外国と同じよぅに廃棄物全体

生省:「省子力曽壇産でと唇
辟PLttλ崎露問題た

・ 京発と同じでぃぃの力Ъ処分
で影響する範囲につてぃ

価筆め天

柔ξ寧泉な浮予響

算為鶴
引き取るとしてぃる。



C.電源立地関係について

立地問題懇談会 (12月 3日 開4つ

で説明があった、全原協採択決議
について (1.国民の代理人 2原
子力災害対策特別措置法 3.地域住

民が共感する振興)のご意見

原子力発電関係団体協議会の考え方
つてい特に意見はなし。

その他
a.処分懇や原子力部会での検討

課題をふり返り、とくに民間
サイドで議論すべき点

b.原産の場で議論すべきと思わ

れる′軋

・塩野先生を座長は情報公開法、モラ
ノ
"ヽ

ザードの研究を。



蒙 地につていは、公聴会制
跡 十分、内閣有の中に規制の
事務局を作る、地域の意見を聞
く、市町村をリー ドしてぃく等
_D対応が考えられる。

立地問題懇談会でPR館を何
とかしろとの指摘があった。
核分裂は簡単でいいからバッ
クエンドを充実した展示に改
める必要がある。
バックエンドすべてが立地問
題Э世代間の分担決まってい
ない。技術的問題もある。立
地問題懇談会での議論だ

1.は現在の法体系はなじまない。
法的な権限を代理人が持つことは
ありえない

2.の特別措置法はあってぃぃ。
米のFEIIAの ようなもの
3.は今までもずっとある。ただし
利益誘導型だ。巻町のケースは町
有地売却に反対し、土建政治では
ないものの考えが生まれてきてぃ
る。地ビールなどでの町おこし、
起業家、世代交代が起こってぃる。
巻町のような生き方もある。
原産は政府に対してきっちと申し
入れる。消費地、利害集団の意見
を吸収して為政者に要求するな
こ

三法の9割近くの交付金
がハー ドに流れていた。
現在では 7割り切ってい

る。交付金と各省庁の持
ち出しをバランズする、
地元の使い勝手をよくす
る


